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私たち東海労は、昨年の交差点情報No.５７２でも明らかなよう
に会社に対し、制服着用に関し柔軟な取扱いを提言してきました。
また、毎年の「職場環境改善要求」に於いても、同様の申し入れ

を行ってきました。会社はこれまで「制服の衣替えについては既に
一定程度の柔軟性がある運用をしており、併用期間の設定や個人
の判断による着用期間及び着装方の変更を認める考えはない。」と
誠意のない回答に終始してました！！
しかし、私たち東海労は、多くの乗務員の声に対し、諦めず流さ

れず声を大にして改善を訴えてきました！！

←昨年の交差点情報←昨年の交差点情報 No.No.５７２５７２

東海労大阪運輸所分会は、東海労大阪運輸所分会は、

以下の以下の 33 点を要求します。点を要求します。

①接客制服の移行期間を①接客制服の移行期間を

廃止すること！廃止すること！

②夏用の上着を貸与するこ②夏用の上着を貸与するこ

と！と！

③黒靴を貸与すること！③黒靴を貸与すること！


